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1．はじめに

　本稿の目的は，特許件数と研究者数の比率の分

析を通じて，日本の特許制度と研究開発活動がど

のような特徴を有し，相互にどのような影響を及

ぼしあってきたかを検討することである。

　技術進歩は経済を発達させる最も重要な源のう

ちの一つであることは周知の事実である。技術革

新や技術進歩は様々な要因から影響を受けるが，

その中の重要な1つの要因に特許制度があると考

えられる。どのような制度がとられているかによ

って，研究開発活動が促進されたり，その性質が

左右されたりするかもしれない。これらについて

は多様な議論が蓄積されているが，少なくとも日

本については，何らかのデータに基づいた特許制

度の経済分析はあまり多くない。本稿は簡単な実

証分析を行い，日本の特許制度に分析のメスを入

れてみたい。

　本稿は，研究開発活動に関わる研究の中で，次

のようなより特定の諸研究の流れも引き継いでい

る。1960年代の後半から，日本を除く多くの先進

国は経済成長の鈍化に悩まされてきた。そこで，

その経済の低迷を技術革新にかかわる諸問題で説

明できないかどうか，検討が続けられてきた。ち

ょうどその頃，多くの研究者は，特許登録数をR

＆D支出で割った値（以下では特許　R＆D比

率と呼ぶ），あるいは研究者数で割った値（以下で

は特許一S＆E比率と呼ぶ）が低下していること

に気づき，この比率の低下の意味を考えはじめた。

それに対して日本経済は，第二次大戦の敗戦によ

る荒廃から急激な回復・発展を遂げ，つい最近ま

で成長を持続させてきた。興味深いことには，1960

年代後半以降，日本の特許一R＆D比率，特許一

S＆E比率は低下していないのである。

　特許一R＆D比率や特許一S＆E比率は，生

産性や発明活動の程度を反映した指標なのだろう

か。日本の経済的成功が，これらの比率の低下を

食い止めてきたのだろうか。いずれの質問に対し

ても，簡単には答えることはできない。それは，

特許制度に関わる次のような事情による。特許制

度が発明に対する排他的権利を一定期間発明者に

付与するための法的制度であることは，万国共通

である。出願された発明は特許庁で審査され，新

規性などの基準に拠る審査をパスすると，その国

内で最初に開示した個人に対して特許が登録され

る。ところがそれぞれの国は，独自の特許制度を

採用しており，それがR＆D活動に異なる影響を

及ぼしている。特に日本の特許制度は他の国のそ

れとは異なると認識されてきたので，その特許一

R＆D比率や特許一S＆E比率については詳し

い分析は行われてこなかった。そこで本稿は，特

許一S＆E比率の変化の分析を通して，日本の特

許制度とR＆D活動がどのような特徴を有し，相

互にどのような影響を及ぼしているかを検討す

る。

　本稿の構成は以下の通りである。まず，日本の

特許一S＆E比率の推移を概観する。そして，既

存研究を参考にしながら，この比率の変化に関す

る4つの仮説を提唱する。同時に，それらの仮説

を日本の現状分析に適用する場合に注意しなけれ

ばならない点を中心に，出願や登録に関わる日本

の特許制度の特徴を指摘する。次に，4つの仮説の

うちの1つである「産業ミックスの変化」につい
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て，産業ごとのクロスセクション・データを用い

て検討する。その次に，集計レベルの時系列デー

タを用いて，他の3つの仮説を検討する。最後に，

いくつかのファインディングズをまとめ，結びと

する。

II．日本における特許一S＆E比率

（1）日本における特許一S＆E比率の推移

　日本では，1960年に43，484件であった特許出願

件数が，1990年には367，590件に急増した。また

特許の登録件数も，1960年の11，252件から，1990

年には59，401件に増加している。それに対して実

用新案は，出願，登録件数ともに，1980年代はじ

めまでは増えていたが，それ以降は減少している

（図1参照）。他の先進国でも，特許の登録件数は

増加している。しかし，日本とその他の国とでは，

特許一R＆D比率，特許一S＆E比率に関して

顕著な違いが見られる。

　多くの研究者が，先進国において特許一R＆D

比率，特許一S＆E比率が低下してきたことを報

告している（Evenson，1984；1983；Englander　et

al．，1988；Kortum，1993）。　Evenson（1984）によ

　　　出vaSA．geth　g　　　図1

れば，諸外国の研究従事者1，000人当たりの特許

登録件数は次のような推移をたどっている。アメ

リカでは，1967年103．8であったものが，1980年

には65．6に低下した。イギリスでは，196．5から

63．8に減少した。フランスでは，356．2から1240

に減少した。それに対して西ドイツでは，84，0か

ら85．5に若干増大し，日本では，118．0から139．8

に大きく上昇した2。

　ただしEvenson（1984）は，ある年の特許登録

件数をその2年前の研究従事者数で割ることによ

って，特許一S＆E比率を計算しているが，この

計算方法には大きな欠点がある。すなわち，ある

年に登録された特許は，2年という期間を越えて

異なる年に出願されたものを含んでいる。われわ

れは，ある年になされた出願がいつ審査対象にな

ったかについてのデータを用いることで，この欠

点を克服しようと試みた3。さらに，特許と並んで

日本における研究活動で重要な役割を果たしてき

たと考えられる実用新案についても，併せて考察

する4。したがってわれわれは特許と実用新案両方

について，出願一S＆E比率，登録一S＆E比率

を計算することにした5。

特許・実用新案の出願・審査請求・登録件数
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　　　　　　　　　　　　年庄・審査請求件数はそれが出蠣された隼に記されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　質料：特許庁年報
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　結果は図2に示されている。日本の内国人特許

に関していえば，研究本務者1，000人当たりの出

願件数は，おおよそ1966年に400であったものが

1990年には600になった。同登録件数はおおよそ

100で，この期間変化していない。他方，実用新案

についていえば，研究本務者1，000人当たりのお

およその出願件数は，1966年の700件から1991

年の200件に減少している。同登録件数も，1969

年の200から1988年の100に低下している。

　図2を見ると，日本についてわれわれは，他の

先進国では観察されない興味深い事実を2つ指摘

することができる。すなわち，

（i）日本では，特許出願一S＆E比率は1987まで

　上昇し，以降同じ水準を保っているのに対し，

　実用新案のそれは低下している。

（ii）日本では，特許登録一S＆E比率は低下して

　いないが，実用新案のそれは低下している。

という2つである。

②　4つの仮説

　先進国における特許一S＆E比率を説明するた

めに，これまで様々な考え方が提唱されてきたが，

それらは以下に述べる4つに分けることができよ

比率9

う。まず，Griliches（1989；1990）は，アメリカ

では特許を申請することの機会費用が上昇してい

るために，発明者は技術を発明しても特許申請し

ようとしなくなっているのではないかと考えた。

以下ではこの仮説を，“propensity　to　patent”仮

説と呼ぼう。次に，Evenson（1984；1991；1993）

は，技術機会の枯渇が発明活動の生産性を低下さ

せたと考えている。もし発明の潜在的機会が蓄え

られる速度を上回って機会が消費されれば，特許

一S＆E比率の低下が起こることになる。これを

以下では，“invention　potential”仮説と呼ぶこと

にする。3つめとしてKortum（1992；1993）は，

市場の拡大が特許の価値を高め，それがR＆D競

争を促し，結果として特許1件当たりのR＆D支

出，あるいは研究者数が大きくなったと考えた。

もし発明活動が規模に関して収穫逓減であるとす

れば，市場の成長は特許一S＆E比率の低下をも

たらすことになる。以下ではこれを，“invention

demand”仮説と呼ぶことにする。最後に，

Griliches（1989）は，産業構成の変化が特許一S＆

E比率の変動を説明できるかもしれないと考え

た。つまり，R＆D活動の産業構成が，特許重視

図2　日本の内国人特許・実用新案・研究者比率
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型の産業の重要性を減少させる方向に変化してい

るとすれば，各産業における比率に変化がなくと

も産業全体の比率が低下すると考えたのである。

われわれはこの仮説を，“industrial　mix”仮説と

呼ぶことにする。ただしGrilichesは，この仮説は

アメリカ経済についてはもっともらしいとはいえ

ないと主張している。

　これらの仮説はそれぞれ，直接日本のケースに

適用するわけにはいかない。なぜなら，これらの

仮説は特許一S＆E比率の低下を説明するための

ものであるが，日本の揚合その比率は低下してい

ないからである。

　最初の仮説に関していえば，われわれは出願性

向と特許性向とを分けて考えるべきであろう。日

本の特許制度の特徴が，この2つの比率の間に不

一致をもたらしているかもしれないからである。

また，2つの比率を分けることが，われわれに日本

の特許一S＆E（出願一S＆E）比率の決定要因

を分析する際に有益な情報を与えてくれることも

期待できる。さらに，この仮説に基づくかぎり，

特許一S＆E比率を発明活動の生産性と関連づけ

ることができないということを指摘しておこう。

　観察期間に日本の比率は低下していないので，

2番目の仮説が日本について示唆することは，日

本における発明の潜在的機会は減少していないと

いうことである。1960年代以来，日本企業は多く

の特許やノウハウを外国から輸入し，この輸入技

術を利用することによって多くの改良技術を開発

した。それは，改良特許や実用新案として申請さ

れた。最初の仮説とは異なりこの仮説は，特許一

S＆E比率がR＆Dの生産性と密接に関わって

いることを示している。ゆえにこの仮説からは，

特許政策に対する規範的含意を得ることができる

かもしれない。

　3番目の仮説は，日本の特許一S＆E比率を説

明するのにはあまり有効ではないように思われ

る。なぜなら，1950年代の半ばから1970年代のは

じめまで，日本経済は急速な成長を経験したにも

かかわらず，この期間の日本の特許一S＆E比率

は同じ水準を保っているからである。むしろこの

仮説は，日本の急速な経済成長が終わる石油ショ

ック以降の時期に適用可能かもしれない。

　われわれは，第4の仮説，すなわち“industry

mix”仮説を次節で検討し，その次の節で残りの3

つの仮説を検討することにする。

（3）日本の特許制度の特徴

　日本の状況に対して上記の4つの仮説を検討す

る際には，日本の特許制度が他の先進国のそれと

比べてかなり異なった特徴を有していることに気

をつけなければならない。例えばOrdover（1991）

は，アメリカに比べて日本では，その制度的特徴

のゆえに，発明者が技術情報をより早期に公開す

ると述べている。

　日本の特許制度は，1959年に現行特許法のフレ

ームワークが定められてからだけでなく，第二次

大戦以前にも，しばしば改正されてきた。日本の

特許制度の特徴は，以下で述べるような歴史的な

改正によって形成されてきた。

（3．1）　実用新案

　1905年の実用新案法の施行以来，実用新案は日

本の知的所有権のなかで重要な役割を果たしてき

た。実用新案法施行以来1980年までは，実用新案

の出願件数は特許のそれを上回っていた。実用新

案は，アメリカの基準に拠れば，ハイブリッド特

許である。実用新案は，特許には必要とされる新

規性や発明の先進性といった条件を満たしていな

いような意匠上の改良などをカバーする。結果と

して日本の実用新案法は，ノウハウ的技術の保護

的条項として機能してきた。この法律の目的は，

国内の発明家を外国の研究者から保護し，当時の

技術の最先端からの遅れを克服することであっ

た6。

　日本の知的所有権制度は，不完全な不正競争防

止法のために，技術的ノウハウの保護が弱いとし

ばしばいわれる。しかしながら実際には，広い範

囲の改良技術やノウハウが，日本の特許法と類似
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の法的フレームワークをもった実用新案法によっ

て保護されているのである7。日本の研究活動にお

ける実用新案の主要な役割は，技術の保護範囲を

広げることと，研究者に特許，実用新案，トレー

ド・シークレットのなかから保護基準を選ぶ裁量

を与えることの2つであると考えることができ

る8。実用新案法のもう1つの影響は，日本におけ

る改良技術の普及のスピードアップにあるかもし

れない。なぜなら，特許と申請するための条件を

有していないために本来秘匿されたかもしれない

発明が，実用新案として審査されることによって

公開されるからである。

（3．2）　単項制

　日本における特許の範囲の規定の仕方は，1987

年の改正までは，諸外国のそれとは若干異なって

いた。それまで日本の特許法は，各出願を単一の

クレームに制限していた。すなわち，いかなる出

願者も，自分の発明のスペックを単一の独立した

クレームにしなければならなかった。この制限は

単項制（head　claim　system）と呼ばれ，1921年

に施行された。この制限は，1975年に若干緩めら

れ，1987年に抜本的に改正された。1987年の改正

によって，1つの出願の中に発明を構成する複数

の独立のクレームを含めることができるようにな

った。この改正によって形式的には，他の先進国

並に特許可能なドメインが拡大した。

　1987年の改正は，実用新案の出願にも影響を及

ぼした。先に述べたように，1980年までは，実用

新案の出願数は特許のそれを常に上回っていた。

しかし，特許の出願数が増加を続けているのに対

し，実用新案の出願は徐々に減少し，1987年以降

は急激に減少した。特許庁（1993）は，1987年の

単項制の改正によって，従来であれば実用新案に

出願されていたであろう技術改良の一部が，特許

の出願の中に徐々に含められるようになり，その

結果実用新案の出願の減少がもたらされたと示唆

している。

（3．3）　事前公開制度と審査請求制度

　1971年より，出願から18カ月経つと出願内容

を公開することが要求されるようになった。各出

願はすぐに公開され，特許庁公報に掲載されるの

で，ライバル企業を含むすべての研究者が登録前

に公報によってその発明を調べることができるよ

うになった。この登録前の公開制度は，特許の期

待価値を引き下げ，特許性向に負の影響を及ぼす

と考えることができる。なぜなら，公開された出

願は，ある程度特許侵害を受けやすいし，ライバ

ルにその出願を迂回するインセンティブを与える

からである。また，Ordover（1991）が議論してい

るように，登録前の公開制度は，特許のライセン

シングやクロス・ライセンシングに対するインセ

ンティブを強めるので，技術の普及を促進させる

かもしれない。しかしながら，一見したところ日

本の出願の推移は，この制度の導入の影響を受け

ていないように見える。

　それは，同じ年に審査請求制度が導入されたか

らかもしれない。この制度の下では，審査官はす

べての出願を審査するのではなく，出願者によっ

て審査請求されたものについてのみ審査する。出

願者は，申請後7年以内（実用新案の場合は4年

以内）ならいつでも審査請求をすることができる。

　先願主義に基づく日本の特許制度の下では，審

査請求制度は潜在的な発明者に対する防衛的な出

願を促進する。なぜなら，出願者は出願後に実質

的にその明細（クレーム）を修正することが許さ

れているので，出願時に研究活動のアウトプット

のすべてを反映した完全な仕様書を作らなくとも

よいからである9。よって，審査請求制度は，日本

における出願性向を強めるであろう。

　上記のような理由で，登録前の公開制度と審査

請求制度は，日本の出願性向に対して反対の影響

を有していると思われる。ただし，これらの制度

は同じ年に施行されたので，この2つの影響を明

確に分離することは難しい。
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（3．4）　登録前の異議申し立て制度

　日本の特許制度では，公開後3カ月以内であれ

ば，第3者が特許の登録に意義を申し立てること

ができる。この登録前の異議申し立て制度は，特

許の登録を遅らせ，特に先進的なハイテク分野に

おける特許の寿命を短くしてしまう1°。ゆえに登

録前の異議申し立て制度は，特許の期待価値を減

少させ，出願性向だけではなく，特許性向までも

低下させてしまうかもしれない。

　Ordover（1991）は，登録前の異議申し立て制度

がライセンシングに対するインセンティブを高め

ると主張している。なぜなら，1つにはすばやくラ

イセンスしてしまえば，利害関係者が異議申し立

てをする気が殺がれてしまうからである。もう1

つの理由は，多くの出願をする出願者はそれだけ

多くの異議申し立てをうける。出願者には，反駁

するの使える期間がせいぜい3カ月しかないが，

第三者は審査前の公開から審査を経た後の公開ま

での期間（1991年では少なくとも平均32カ月）

で，異議申し立ての準備をすることができる。ゆ

えに，ライセンシングによって潜在的な異議申し

立てを減少させようとすることは，十分あり得る

と思われる。

　日本の特許制度のこれらの特徴，すなわち実用

新案，単項制，登録前の公開制度，審査請求制度，

登録前の異議申し立て制度は，日本における特許

一S＆E比率の推移に影響を及ぼすであろう。ゆ

えにわれわれは，第4節でこれらの特徴を回帰分

析に反映させようと思う。

III．産業ミックスの変化

（D　研究者数と特許一S＆E比率の変化

　研究開発活動や特許行動は国によって様々であ

るが，同じ国の中の産業によっても違いがある。

例えば化学産業，とくに医薬品産業は特許集約産

業と考えることができる。それに対し例えば機械

産業は，実用新案集約産業であろう11。また，特許

出願件数の成長率も産業ごとに異なる。日本の特

許庁の調査（1991）に拠れば，特許と実用新案の

合計の出願件数は，1975年から1989年までの間

でL52倍になったが，半導体，コンピューター，

バイオテクノロジー，事務機器のそれは，それぞ

れ3．76，5．88，6．11，6．85倍になった。つまりこの

間これらの産業は，特許出願において主要な役割

を演じてきたといえるのである。

　一国の中の産業に特許集約産業と実用新案集約

産業があるように，各産業を特許一S＆E比率の

高い産業と低い産業とに分けることもできるであ

ろう。もし特許活動の主要なプレーヤーが低比率

産業から高比率産業へ変わったとすれば，その国

全体の特許一S＆E比率は低下しないであろう。

すなわち，ある国の特許一S＆E比率の変動を決

定する要因の1つとして，産業ミックスの変化を

挙げることができるのである。

　アメリカでは，何人かの研究者が特許について

クロスセクションの分析を行っている12。例えば

Griliches（1989）は，1976年に企業が調達したR

＆D支出100万ドル当たりの特許件数，つまり特

許一R＆D比率を産業ごとに調べた。彼の研究に

拠れば，アメリカ全体の比率の平均は1．38である

が，窯業，金属加工業，電気機械，通信機器，繊

維産業の特許一R＆D比率は，それぞれ2．68，2．

26，2．22，2．16，2．09である。一方，自動車，航空

機産業のそれは，それぞれ0．41，0．78にすぎない。

　各産業の比率がある期間安定的であるとすれ

ば，1976年の各産業の特許一R＆D比率に，ある

年の対応する産業のR＆D支出のシェアをかけ

合わせることによって，その年の特許一R＆D比

率の予測値を計算することができる。この方法で

Griliches（1989）は，1957年と1985年の特許一R

＆D比率の予測値を計算した。アメリカ全体の特

許一R＆D比率の予測値は，1957年が1．43，1985

年が1．30であった。そこでGrilichesは，比率の予

測値があまり下がっていないことと，R＆D支出

の産業構成が劇的には変わっていないことを理由

に，産業ミックスの変化がアメリカの特許一R＆
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D比率に及ぼした影響はかなり小さいと結論づけ

た。

　同じような分析をしようと思っても，日本には

産業別の特許出願についての包括的なデータがな

い。そこで，われわれは118のクラスからなる国

際特許分類（IPC）によって分類された企業レベル

の出願データを用いて，1985年のクロスセクショ

ナルな産業別データを作成した13。われわれは，各

企業の事業の売上構成比のデータをウエイトとし

て用い，IPCによって分類されている各企業の出

願件数を，31の産業分類（IC）に対応させた14。

このようにして，425社分のIPC－IC（118＊31）ウ

エイト・マトリックスを作り，それを合計して，

産業全体のウエイト・マトリックスを導出した。

そして，IPCのクラスごとに公表されている日本

全体の実際の出願件数に各ウエイトをかけ合わ

せ，産業別出願件数の予測値を計算した15。結果は

表1に示されている。

　表1に拠れば，電気機械，一般機械，総合化学・

化学繊維，精密機械といった産業が多くの特許を

生み出している。また，一般機械，電気機械，自

動車といった産業が，多くの実用新案を生み出し

　　　　　比率（85）　　表1

ている。

　この産業別の出願データを用いて，われわれは

1985年の特許出願一S＆E比率，実用新案出願一

S＆E比率を計算した。表2に拠れば，日本全体

の特許出願一S＆E比率が1．27であるのに対し，

非鉄金属，総合化学・化学繊維，精密機械，鉄鋼

といった産業のそれは2．00以上である。以降われ

われは，これらの産業を特許出願一S＆E比率が

高い産業（高比率産業）と呼ぶことにする。実用

新案についていえば，この年の日本全体の実用新

案出願一S＆E比率は0．90であるが，一般機械，

出版・印刷，輸送用機械（自動車を除く），その他

製造業，自動車といった産業のそれは2．00以上で

ある。以降われわれは，これらの産業を実用新案

出願一S＆E比率の高い産業と呼ぶことにする。

　Griliches（1989）と同様の手続きによって，わ

れわれは1960，1970，1980年のS＆Eの産業別

分布のデータを使って，各年の特許一S＆E比率

の平均を計算した。結果は表2に示されている。

　アメリカの場合には，計算された値の低下が，

実際の値の低下よりも小さかった。一方日本では，

実際の特許一S＆E比率と計算された比率は，と

特許・実用新案の産業別出願件数

＊ 言

口 2629 0．96％ 389 0．20％

939 0．34％ 784 0．41％

・パルプ 1238 0．45％ 651 0．34％

・　騙 2306 0．84％ 2585 1．糾％

、A　　　　。 28451 10．42％ 5220 Z70％

●
3145 1．15％ 670 0．35％

口 2509 0．92％ 450 023％

その ll322 4．15％ 3184 L65％

・
1401 051％ 487 025％

ゴム 3U5 1．14％ 1216 0．63％

4345 1．59％ 1915 0．99％

工 12054 4．42％ 3658 1．90％

10999　　　　　　4．03％ 4575 Z37％
口 4260 L56％ 3134 1．62％

一
31400 1150％ 71177 36．88％

85935 3L48％ 27365 14．18％

27671 10．14％ 34882 18．07％

その 5084 L86％ 12522 6．49％

27386 10．03％ 8276 4．29％

その 6827 ：L50％ 986！ 5．1夏％

ム　ロ 273016 100．00％ 193000 100．00％

辱この産業分類は、基本的に総理府統計局、「科学技術研究開発報告」に則っている。

ただし、農業、林業、水産業、鉱業、建設業、プラスティック製品、運輸・通信・公益は除いてある。

したがって、出願件数の合計は、特許庁が公表している数とは一致しない。
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研究者分布（75・80・85）

表2　研究者の産業間分布と比率の変化

・
許比率（1985〕 1985 S＆El960 S＆El970 S＆E1980｝ S＆El985｝

食品 0．33 0．05 2548　　　6．38％ 4519　　　5．16％ 6092　　　3．72％ 8063　　　3，74％

繊維 0．28 0．24 1809　　　453％ 2543　　　Z90％ 3846　　　2．35％ 3312　　　154％
紙・パルプ 0．66 0．35 733　　　L84％ 1149　　　L31％ 1355　　　0．鴎％ 1867　　087％
出版・印刷 3．oo 3．36 96　　　0．24％ 604　　　0．69％ 485　　　0．30％ 769　　　0．36％

総合化学・化掌繊維 1．85 0．34 4206　　1054％ n331　　12．93％ 12284　　　7．50％ 15338　　7．U％
油脂・塗料 0．53 0．U 1749　　　438％ 3533　　　4．03％ 5325　　　3．25％ 5882　　　Z73％

医薬品 0．22 0．04 1633　　　4．09％ 4331　　　4．94％ 9309　　　5．68％ 11325　　　5，25％

その他化学 1．78 050 1063　　　Z66％ 2370　　　Z70％ 4638　　　2，83％ 6343　　　Z94％
石油・石炭 0．80 0．28 1254　　　3．14％ 671　　　0．η％ Bl6　　　0，80％ 1748　　　0．81％

ゴム 0．82 α32 1307　　　327％ 1392　　　159％ 3180　　　1．94％ 3807　　　L77％
窯業 0．73 α32 1130　　　2，83％ 2422　　　Z76％ 5355　　　3．27％ 5934　　　Z75％
鉄鋼 Z28 0．69 1407　　　352％ 3111　　　3．55％ 4434　　　λ71％ 5278　　　Z45％
非鉄金属 3．24 1．35 1766　　　4．42％ 1597　　　1，82％ 2385　　　L46％ 3390　　　L57％
金属加工 0．79 058 713　　　1．79％ 1894　　　2．k6％ 4U7　　　251％ 5413　　　251％
一般機械 1．59 3．61 2993　　　750％ 8192　　　9．35％ 15273　　　9．32％ 19694　　　9．且3％

電気機械 1．07 034 9942　　24．90％ 25722　　29．35％ 55467　　33．85％ 80077　　37．14％

自動車 1．61 ZO2 1054　　　2．64％ 4847　　　5．53％ 12026　　　7．34％ 17239　　　7．99％

その他輪送用機械 LO4 256 1579　　　3．96％ 1572　　　L79％ 4143　　　Z53％ 4884　　　2．27％

精密機械 2．54 α77 1754　　　4．39％ 2757　　　3，15％ 6188　　　3．78％ 10791　　　5．00％

その他製造業 1．53 Z20 1188　　　Z98％ 3076　　　351％ 6649　　　4ρ6％ 4474　　　2．07％

合計 L27 0．90 39924　　100．00％ 87633　　100，00％ ！63867　　100．00％ 215628　　100．00％

特許一S＆E比率（実績） LO1 1．39 1．10 1．31

特許一S＆E比率（推定） L27 1．28 L24 1．27

案用新案一S＆E比率（実績） 1．47 151 L11 0．89

一S＆E比　　定 0．82 0．88 0．92 0．90

もにこの期間低下していないが，実際の比率の方

が変動が激しい。一方，実際の実用新案一S＆E

比率は低下しているが，計算された比率は変化し

ていない。ゆえにこの点からは，日本についても，

産業構成の変化が特許一R＆D比率の推移に大

きな影響を及ぼしたとはいえない。

　Grilichesが指摘したもう1つのポイントにつ

いてはどうであろうか。Grilichesは，アメリカで

はR＆D支出の産業別分布が変化していないと

結論づけている。アメリカのR＆D支出の産業別

シェアの標準偏差は，1957年が5．00で，1985年が

5，27である。一方日本のS＆Eの産業別分布の標

準偏差は，1960年が5．18であったものが，1985年

には7．94に増大している。つまり，日本のS＆E

の産業構成は，アメリカのR＆D支出のそれより

も大きく変化しているのである。ゆえに，日本の

方がアメリカよりも産業ミックスの変化が大きか

った可能性がある。

　しかし，すべての高比率産業のシェアが増大し

たわけではなく，いくつかの低比率産業において

も，そのS＆Eのシェアは増大している。よって，

日本の特許一S＆E比率，実用新案一S＆E比率

が低下していないことが産業ミックスの変化に起

因しているかどうかは定かではない。

（2）出願の他の決定要因

　産業ミックス仮説は，各産業の特許一R＆D比

率が変化しないという前提に基づいていた。しか

し，これはかなり厳しい前提である。Evenson

（1984）は，1960年代と1970年代の日本の特許一

S＆E比率を報告している。Evensonの産業分類

は包括的なものではないが，比率の高い順番に産

業を並べると，繊維・家庭用品，電気を除く機械，

輸送・建設機器，化学，食品，電気機械という順

番になる。それに対して，1985年のわれわれのデ

ータで対応する産業を並べると，総合化学・化学

繊維，自動車，一般機械，（その他製造業），電気

機械，食品，繊維という順番になる16。2っは，必

ずしも一致していない，すなわち各産業の特許一

R＆D比率が安定しているとは必ずしもいえな

い。
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　各産業の特許一R＆D比率が安定的でないの

は，ある産業の出願件数が，S＆Eだけではなく，

他の産業特有の要因によっても規定されるからで

あろう。もし，S＆E以外の産業特有の要因が変

化すれば，S＆Eが一定であっても，その産業の

出願件数は増大（減少）しうる。よって，その産

業の特許一S＆E比率も増大（減少）しうる。そ

こで，1985年のデータを用いて，出願の決定要因

を研究し，その要因の推移を調べてみよう。

　われわれは，いくつかの産業要因と，1985年の

特許と実用新案の出願件数との間の関係の簡単な

回帰分析を行った。その推定結果は以下の通りで

ある。

　　　PAT＝　10340　－O．10455TI
　　　　　　　（3．3641）　　（－1．0480）

一2．6739’10－4SALES

　　　（－1．5241）

十〇．011417RDSTK十〇．68083SE
　　　（3．0507）　　　　　　（3．1190）

　　　　一1225．2BASIC
　　　　　　（－3．4546）

　　　　Adjusted　R2＝O．9395．

　　　　F・statistic＝59．97．

UT皿i＝　4676．7十〇．15412TI
　　　　（1．4393）　　　（1．4253）

十2，3339＊10－4SALES

　　　（1．2273）

十8．7590＊10－3RDSTK

　　　（2．1594）

　　　　　　　十〇．11728SE－13008．8BASIC．
　　　　　　　　（0．49571）　　　　（－3．4046）

　　　　　　　Adjusted　R2＝0．8976．

　　　　　　　F－statistic＝34．31．

　　　　　　　標本数：20

　　　　　　　t値は括弧内

　特許出願（PAT）は，研究開発ストック

（RDSTK）や研究本務者数（SE）とは，正でし

かも有意な相関がある17。これはかなりもっとも

な結果といえよう。なぜなら，R＆Dストックは

産業ごとの知識ストックのレベルを表し，多くの

知識がより多くの発明を生み出すと考えられるか

らである。研究本務者も研究開発活動のための資

源なので，研究者が多いほど生み出される発明も

多いと考えることができる。

　一方R＆D支出の中の基礎研究の比率
（BASIC）の相関係数は，有意に負であった18。定

義上基礎研究は，かなり不確実であまり多くの発

明には結びつかない研究である。ゆえに，基礎研

究志向の産業における出願の数は小さくなる傾向

にあると思われる。

　実用新案の出願（UTIL）はRDSTKと有意に正

の関係にあり，BASICと有意に負の関係にある。

ほとんどの実用新案が，基礎研究からというより

も既存技術の改良から生まれることを考えれば，

BASICの符号が負であることは容易に理解でき

る。また，SEの相関係数は正ではあるが有意では

ない。実用新案が革新的なイノベーションではな

く技術改良であるとすれば，それに対応する多く

の技術は，研究所ではなくむしろ生産現場で生み

出される。ゆえに，出願件数と研究者とは直接的

には相関しないのであろう。このことは，前の節

で推定した実用新案一S＆E比率が実際の比率と

異なる動き方をした原因かもしれない。

　技術導入とR＆D活動の間の関係が代替的か

補完的かについては，何人かの研究者が議論して

いる（後藤，1993）。もし技術輸入が特許を生み出

すためのR＆D活動の代替手段であるのなら，技

術導入（TI）の相関係数は負になるはずである。

それに対して実用新案の場合には，技術導入はR

＆D活動と補完的であるかもしれない。実用新案

は既存技術の改良であると考えられるので，多く

の技術が輸入されるほど，改良の機会が増えるか

らである。ゆえに，TIの相関係数は，正になるは

ずである。われわれの得た結果では，TIの相関係

数は有意ではなかったが，その符号は特許の場合

には負であり，実用新案の場合には正であった19。
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　総売上高（SALES）の相関係数は，“invention

potential”仮説に拠れば，負であると予想される。

しかし，実用新案については，売上高の大きな産

業，例えば一般機械，電気機械，自動車は，表1に

示されているように実用新案集約的であり，逆の

関係が想定される。われわれの得た結果は有意で

はなかったが，SALESの相関係数は特許の揚合

には負であり，実用新案の場合には正であった20。

　次に，推計した中で特許の出願件数と有意な関

係があったR＆Dストックと基礎研究比率につ

いて，その推移を調べてみよう。表3には，輸送

用機械（自動車を除く），金属加工，自動車，ゴム，

出版・印刷，精密機械，窯業，医薬が，R＆Dス

トックの増大している産業であることが示されて

いる。また，非鉄金属，医薬，電気機械，自動車，

鉄鋼，その他輸送用機械，精密機械，石油・石炭

といった産業が，基礎研究比率の低下している産

業である。

　S＆E以外の特許の出願の決定要因の推移は，

産業ごとに異なる。ゆえに，各産業の比率は産業

ミックス仮説が前提としていたのとは異なり，変

化したと考える方がもっともらしい。日本の特許

一S＆E比率，実用新案一S＆E比率が下がらな

いのは，産業ミックスが単に低比率産業から高比

率産業にシフトした結果だからではなく，各産業

の比率がそれぞれの産業に固有の要因に応じた変

化が集計された結果であろう。

IV．日本における特許一S＆E比率の決定要因

　この節でわれわれは，簡単な回帰分析を用いて

残りの仮説を検討しよう。残念ながら日本では，

産業別の特許の時系列データが手に入らない。ゆ

えにわれわれは，内国人の特許，実用新案につい

ての集約された時系列データを使うことにした。

また，そもそも本稿の目的が日本の研究セクター

の行動を調べることなので，外国人の特許は分析

から除くことにした21。

　回帰分析においてわれわれは，2種類の従属変

数を採用した。1つは出願一S＆E比率であり，

もう1つは登録一S＆E比率である。もし政府の

特許政策が私的な研究部門に中立的な影響しか与

えないとすれば，これら2つの従属変数は非常に

密接に関係し合っているであろう，しかしながら

日本の特許政策は，先に述べたようにしばしば変

化しているので，変更がなされた年のダミーやそ

の他の制度的要因を独立変数にした2種類の回帰

R＆Dと基礎の推移

表3　R＆Dストックと基礎研究比率の推移

R＆Dストック（百万円inl985）　　　　　　基礎研究比率（％）

曹 代Ave，1972・1978 B：Ave．1979・1985 BIA C；Ave．197Z・1978 D：Ave．1979・1985 D．C
口 444745．67 583487．67 1．31 7．76 10．41 客66

169547．83 195且36．28 1．15 3．27 6．81 3．54

・パルプ 102742．70 且25075．49 1．2 Z87 4．21 1．34

・E刷 22961．42 38268．11 1．6 Zl6 3．36 1．20

、ム　　　　。 1540502．28 1730877．89 1．1 ＆33 ＆86 0．53

o 154485．24 234152．33 L5 3．87 4．03 0．16

口 476844．26 765170．50
1
． 16．66 15．21 ・144

その　　姫 215776．74 335994．04 156 7．81 851 0．70

n9933．45 191674．19
1
． 5．63 4．70 一〇．93

ゴム 12三279．81 208319．57 1．7 2．17 3．27 1．10

248832．74 413340．96
1
， 5．70 8．U z41

559375．10 809023．24 1．45 7．80 6．60 一1．20

277598．23 330856．40 1．1 5．09 3．27 ．1．81

口 130696．89 237015．61 1．81 L60 Z77 1．17

97642398 136055759 13 z41 Z60 019
2257070．81 3271956．39 L45 531 3．89 一L43

957350．63 16836且7．71 L7 4．91 3．64 ・1．27

その 204116．73 385972．46 L8 5．66 4．60 ．！．06

123985．50 206135．76
1
． 3．71 Z66 ・正06

その 205280．52 299670．95
1
『 Z89 3．83 0．94

合計 9309550．55 13406303．15 1．44
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分析をすることによって，日本における政策の変

化の様々な影響を調べることができるであろう。

登録一S＆E比率については，データの構造がか

なり複雑である。2節でも述べたように，われわれ

は登録のデータを出願時に合わせて修正した22。

　われわれは特許と実用新案の違いについても実

証的に調べた。実用新案はより改良志向，ノウハ

ウ志向の技術なので，日本の特許制度のもとで，

研究者は発明のタイプに応じて異なる行動をとる

かもしれないからである。

（1）出願一S＆E比率の決定要因

　出願一S＆E比率は，特許制度を利用しようと

する研究者のインセンティブの代理変数であると

みなすことができる。しかし実際には，審査請求

されるのはすべての出願の平均して60％ぐらい

にすぎない。つまり出願者は，常に特許庁から登

録を得ようとしているわけではないのである。さ

らにこの割合は，審査請求制度が導入されてから

徐々に下がってきている23。この低下は7’防衛的出

願の増加を示唆している。すなわち，研究者の中

には，潜在的なライバルが登録するのを妨げるこ

とのみを目的として，最初に出願しようとする者

もいるのである。このような睡眠出願の存在のた

めに，われわれは出願一S＆E比率を過大に推定

している可能性があることを指摘しておくべきで

あろう。

　われわれは，出願とS＆Eは同時的関係にある

と仮定した24。すなわち，出願一R＆D比率を求

める際に，なんらラグを考えず，出願の年のS＆

Eで出願件数を割ることによって比率を求めてい

る。しかしながら，登録一S＆E比率を調べる際

には，この関係は保たれない。なぜなら，日本に

おいて出願と公告との間には，約3年というかな

り長い審査期間が存在しており，このラグの構造

それ自体が，審査請求制度による7年間という猶

予期間によって不安定になっているからである。

　独立変数は，第2節で説明された“propensity

to　Patent，”　‘‘invention　Potential，”　‘‘invention

demand”という3つの仮説にしたがってグルー

プ化されている。われわれは，“propensity　to

patent”仮説について，2つの年のダミーを定義す

る。DUMMY1は登録前の公開制度及び審査請求

制度についてであり，1960年から1970年までの

問はDUMMY1＝0，1971年から1991年までの

問はDUMMY1＝1である。一方，　DUMMY2は

単項制についてであり，1960年から1986年まで

の問はDUMMY2＝0，1987年から1991年まで

の問はDUMMY2＝1である。これらのダミー変

数は，出願一S＆E比率に対して何らかの特許性

向に関する影響を反映していると予想される。す

なわち，日本の特許制度に対処する機会費用が増

大（減少）するにつれて，DUMMY1のパラメー

ターの符号は負（正）になると考える。1987年に

導入された多項制の影響を反映したDUMMY2

のパラメーターの符号は，負であると予想される。

なぜなら，1987年以来，各出願は2つ以上の独立

したクレームを含むことができるようになったの

で，出願総数が減少すると予想されるからである。

実用新案に関しても，われわれはDUMMY2のパ

ラメーターの符号は負であると予想する。なぜな

ら，この制度によって，かつては実用新案に出願

されていたであろうような発明の一部が，特許出

願に含められると予想されるからである。

　“invention　potential”仮説に関する変数は，

GRDSTK，　PATGRANT，　UTILGRANTの3っ

である。GRDSTKは，日本の製造業のR＆Dス

トックの成長率（対数の差）である。まずR＆D

ストックは，Goto＝Suzuki（1989）と同じ手法を

採用し，1960年から1991年までのデータを作成

した。つぎにPATGRANT（あるいはUTIL
GRANT）は，残存件数の成長率であり，有効な

特許として登録されるものと有効期限が切れるも

のとの差である25。もしPATGRANT（あるいは

UTILGRANT）の符号が正であるならば，既に登

録されている特許が多ければ多いほど現在の出願

が増えることを意味し，特許が何らかの累積的な
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性質を有していることになる。他方，もし符号が

負であれば，現在の出願とすでに登録されている

特許との間に何らかの阻害関係があると考えられ

る26。

　“invention　delnand”仮説に関わる変数として

は，われわれは製造業のGDPの成長率を示して

いるGDPMを採用した。

　表4，5に，出願一S＆E比率に関する様々な推

計結果が要約されている。これらの推計結果は，

“invention　potential”仮説を強く支持している。

GRDSTKは，特許と実用新案の両方について，出

願一S＆E比率を高める。PATGRANTと
UTILGRANTは有意ではない。“invention

demand”仮説，すなわちGDPMも有意ではな

い。これは，日本における需要の成長が出願性向

の決定要因としてそれほど重要ではないことを示

表4　特許の出願一S＆E比率の決定要因，1960－91

　　　　　　　Dcpcndent　Variables：Log　of　Application－S＆E　Ratio

　　　　　　　Rcgression　C㏄fficients（Standard　Errors）

VARLABLES
COIVST．

Gl）PM

GRDSTK

PATG凡41VT

こITILGIWVT

Dこ〃砿My7

DUMMY2

TiME

　Eq．1

・1．152

（0．062）

1．206

（O．223）

4〕．225

（0．042）

・0．15

（0．043）

0．033

（0．003）

　　．2
・1．142

（0．083）

イ｝．054

（0．274）

　1．196
，（0．232）

K｝．229

（0．047）

K〕．147

（0．045）

0．033

（0．003）

　Eq．3

。U29
（0．063）

1．038

（0．249）

0253
（0．180）

・0．223

（0．042）

O．125
（0．046）

0，032

（0．003）

　。4
－Llo9

（0．085）

O．097
（0．271）

LO15
（0．262）

　0．26
（0．185）

023
（0．046）

4｝．119

（0．050）

0．032

（0．003）

　Eq．5

・L117
（0．085）

・0．15

（0．276）

1．011

（0．262）

0．618

（0．395）

－0．32

（0313）

9）．213

（0．049）

・0．117

（0．050）

0．031

（0．003）

Adjustcd　R・§quare

D－W

0．86

1．488

0．854

L492

0．864

L661

0．86

L668

表5　実用新案の出願一S＆E比率の決定要因，1960－91

　　　　　　　　Dependent　Variables：Log　of　Application－S＆E　Ratio

　　　　　　　　Rcgrcssion　Cocfficicnts（Standard　Emrs）

VAR【ABLES
COIVST．

　Eq．1

0．536
（0．189）

適．099

（O．624）

0．741

（0．529）

　Eq．2

護）556

（0．141）

　Eq．3

0．367
（0．056）

　．4
・0．548

（0．159）

0．892

1．872

GDPM

GRZ）STK

PA　TGam

UTILGIe4　VT

DUMMYI

DUMMY2

TIME

一〇．046

（O．107）

・0515
（0．105）

－0．007

（0．008）

0．759

（0．506）

・0．039

（0．097）

－0．52

（0．099）

．0．007

（0．007）

0．245

（0．306）

心．053

（0．101）

－0．452

（0．097）

・0．012

（0．006）

0．708

（0．600）

0．063

（0．911）

0．013

（0．726）

く｝．039

（0．111）

・0512
（O．112）

碩｝．007

（0．008）

　Eq．5

4｝526
（0・206）

K｝．116

（0．665）

0．681

（0．631）

　0．1
（0．953）

・0．012

（0，754）

《｝．046

（0．118）

・0506
（0．120）

K）．008

（0．008）

Adjustcd　R・Square

D・W

0．81

1．195

0．817

L182

O．SO6

L195

0．802

　1．2

0．794

1．215
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している27。

　DUMMY1は，特許については有意に負であ

る。すなわち，登録前の公開制度の負の影響が審

査請求制度の正の影響を上回っている。それに対

して実用新案については，DUMMY1は有意では

ない。これは一部には，実用新案の性質それ自体

によるものであろう。実用新案のライフサイクル

は短いために，登録前の公開制度が審査請求制度

と結びつくと，出願性向にそれほど大きな影響を

もたないのかもしれない。

　DUMMY2は，特許と実用新案ともに，有意に

負である。このことは，単項制の改正が，出願1件

当たりのクレームの数が増大することによって，

出願性向を低下させることを意味する。しかしな

がらわれわれは，この効果を過大評価すべきでは

ない。なぜなら，内国人の出願1件当たりのクレ

ーム数は外国人の出願に比べると依然として少な

いからである。1991年では，内国人の出願で複数

のクレームを伴うものは全体の約半分（46．9％）に

すぎず，出願1件当たりのクレーム数は平均2．3

である。それに対して，同じ年の外国人の出願で

複数のクレームをともなうものは91．1％にものぼ

り，出願1件当たりの平均クレーム数は11．3であ

る28。

　要約すると，推計結果は“invention　potential”

仮説を主に支持しており，1970年と1987年の改

　　　　　　　　　　　表6

VARIABLES
COiVSZ

正は，ある程度出願性向を減少させている。そこ

でつぎに，これらの結果を次節で調査する登録一

S＆E比率の決定要因と比較してみよう。

（2）登録一S＆E比率の決定要因

　登録一S＆E比率については，われわれは観察

期間を特許の場合には1972年から1985年まで

（実用新案の場合には1972年から1987年まで）

に制限しなければならなかった。なぜなら，われ

われのデータの作り方には長いラグが含まれてい

るからである29。

　特許性向の要因を分析するに際し，われわれは

2つの独立変数を採用した。1つは審査官数の3年

間の移動平均（AVGEXAM）であり，もう1っは

異議申し立て件数の3年間の移動平均（AV－

GOPPOSE）である3°。異議申し立て件数の増加

は，特許の存続期間を短縮させるので，特許の期

待価値を低下させる。ゆえに，異議申し立て件数

の増大に伴って，登録一S＆E比率は低下すると

予想される。

　次に，一連の独立変数GRDSTK，　PAT－

GRANT，　UTILGRANTは，“invention　poten－

tial”仮説に関するものである。各変数の定義は前

節と同じである。また，“invention　demand”仮説

に関わる変数としては，GDPMを採用した。

　表6と表7に推計結果が示されている。その結

果は，“invention　potentia1”仮説を強く支持して

特許の登録一S＆E比率の決定要因，1972－85

　　　　Dcpendent　Variables：Log　of　Patcnt・S＆E　Ratio

　　　　Rcgrcssion　Ooefficicnts（Standard　Errors）

、4VGEIt　4M

GRDSTK

PATGma

AV60PPOSE

α）PM

　Eq．1

18543
（4．097）

－2．026

（0．603）

2．771

（0．300）

　Eq2
21511
（3．726）

－2．463

（0548）

3，114

（0．297）

9｝．633

（0279）

Bq．3

10．117

（6．042）

・L168
（0．732）

2．678

（0．279）

0．308

（0．173）

　Eq．4

21．558

（3．994）

・2．47

（0．587）

3．108

（0．326）

心．626

（O．314）

心．016

（0257）

　Eq5
8，933

（5．498）

－1．14

（0．622）

2．586

（0．257）

O．428
（0．170）

・0．434

（0．241

Adjusted　R。Square

D－W

0．916

1．658

0．939

L912

0．93

2．245

0．932

L879

0．943

2．26
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表7　実用新案の登録一S＆E比率，1972－87

Dcpcndcnt　Variables：Log　of　Utility　MOdel－S＆E　Ratio

Regrcssion　C㏄fficients（Standard　Errors）

VAR【ABLES
COIVSZ

AVGEXilM

GRDSTK

UTILG制VT

A　VGOPPOSE

GDPM

　Eq．1

・2．73

（O．559）

2．964

（0．427）

0．939

（O．073）

　Eq．2

・2．672

（0567）

2．741

（O．496）

0．257

（O．284）

0933
（O．074）

　Eq．3

－8．962

（6．825）

0．994

（1．085）

3．294

（O．561）

0．872

（0．104）

　Eq．4

　。7．7

（7．220）

　0．8
（1．145）

3．051

（0．674）

0．206

（0．300）

　0．88
（0．107）

　Eq5
・2．816

（O．549）

2．957

（0．416）

0．953

（0．072）

・0．409

（O．316）

Adjusted　R・Square

D・W

0。959

L684

0．959

1．787

0．959

L915

0．957

’L961

0．961

1．588

いる。R＆Dストック（GRDSTK）の増大は，

特許の揚合も実用新案の場合も，明らかに登録一

S＆E比率を上昇させる。一方，残存件数の効果

は特徴的である。特許残存件数（PATGRANT）

のパラメータは，負で統計的に有意であるが，実

用新案の残存件数（UTILGRANT）のそれは，正

であるが統計的に有意ではない。このことは，日

本における発明活動が改良志向的，すなわち研究

者が既存技術の改良に集中する傾向にあることを

示唆している。

　われわれは，推定結果によって，特許性向の仮

説を支持することはできなかった。AVGEXAM

の符号は，特許については負であった。すなわち，

審査官が増えると登録一S＆E比率がある程度低

下するという結果であった。このことは，審査官

の増大に伴い実質的な審査がより厳しく行われる

ようになることを示しているのかもしれない。一

方実用新案については，AVGEXAMは有意では

ない。ゆえにわれわれは，登録一S＆E比率が低

下しないことを説明するために，この仮説を用い

ることはできない。

　登録前の異議申し立て制度に関していえば，

AVGOPPOSEの符号は，われわれの予想に反し

て正であった。1つの可能な説明は，異議申し立て

件数が日本における研究者の知的所有権に対する

意識の代理変数になっているというものである。

ゆえに公開前の異議申し立ては，登録性向ではな

く，出願性向を反映しているかもしれない。

V．おわりに

　本稿でわれわれは，日本の特許一S＆E比率の

決定要因に分析の的を絞ってきた。主要な結果は

以下の通りである。われわれの推計結果は，

“invention　potential”仮説を強く支持している。

R＆Dストックが特許一S＆E比率に及ぼす影

響は，他の変数の中でもっとも重要であった。ま

た，特許の残存件数の増加は特許一S＆E比率に

負の影響を持っていた。このことは，既存の特許

と後願の特許が，お互いに何らかの阻害的性質を

有していることを示しており，日本における発明

の潜在能力が成長したために，研究者が発明を出

願するようになったことを示しているのである。

このことはある意味では，日本の研究セクターの

活動が増大していることを反映しているのかもし

れない。

　われわれはまた，日本の特許制度の制度上の影

響の重要性も強調しておく。ほとんどの制度的変

数は，出願，登録双方とも，その比率に負の影響

を及ぼす。例えば単項制の修正や審査請求制度の

ついた登録前の公開制度は，出願性向を低下させ

る。ただし，公開前の異議申し立ては，例外であ
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る。

　日本の特許制度は，基礎研究よりも改良志向型

の技術に有利になっているようである。一般機械，

電気機械，自動車といった産業は，日本における

リーディング産業であると同時に，これらの産業

は実用新案と密接に関係してくるたくさんの改良

技術を生み出している。産業ミックス仮説は，日

本の特許一S＆E比率の維持を説明するかもしれ

ないが，データ・セットの限界によって，残念な

がら十分な産業別の分析ができなかった。

　将来の研究テーマは様々な方向に広がってい

る。とくに，産業別のケーススタディの領域が期

待できる。加えて，Griliches（1990）が指摘して

いるように，特許の成果に関する統計をなんらか

の経済的な指標として用いることの是非をより詳

しく検討する必要がある31。本稿でわれわれは，産

業別のデータソースを作ろうとしたが，依然とし

て幾つかの欠点を包含している。発明活動は，産

業間で違った特徴を有しているであろう。ゆえに

日本の特許政策に対して規範的な含意を引き出す

ためには，より多くの産業別のケース・スタディ

を積み重ねるべきであろう。

付論1：特許一S＆E比率

　特許出願一S＆E比率，実用新案出願一S＆E

比率の計算は簡単である。それぞれの比率は，あ

る年の各所有権の出願件数をその年の研究本務者

数で割ったものとして定義される。

　それに対して，特許登録一S＆E比率，実用新

案登録一S＆E比率の計算はかなり複雑である。

日本の特許制度は，1970年に劇的に変化した。そ

のとき以来，出願者は出願後7年以内に，出願し

た発明の審査を請求しなければならなくなった。

すなわち，1970年までは，ある年iの出願件数（ai）

はその年の審査請求件数（bi）に一致していた。し

かし，1971年以降は，すべての出願が審査される

とは限らなくなった。そこでわれわれは，1971年

以降はaiとb，を分けて考えなければならない。

日本の特許庁はいつ，いくつの出願が，ある年度

に審査請求されたかを公表している。われわれは，

この公表されたデータを用いて，biを計算するこ

とができる。

　つぎに，ある年iの審査件数（Ci）を計算する。

われわれは，審査請求されるまでの期間を除いて，

審査が終了するまでに平均2年間かかると仮定す

る。そこで，Ciをb，の4年間の移動平均で定義す

ることにする。すなわち，

　　　cl＝　（bi十b，＋1十bi＋2十b，＋3）／4

である。そこでわれわれは，ある年iに審査請求さ

れた出願の登録率（D，）を得ることができる。登

録率は次のように定義される。

　　　dl＝91／c、　91：ある年iの登録件数

　これらの計算結果から，われわれは特許登録一

S＆E比率（pri）を次のように計算することがで

きる。1970年までは，

　　　priニ（di十di＋1十di＋2十dl＋3）a1／4S＆Ei，

であり，1971年以降は，

　　　pri＝（di十d，＋、十di＋2十d，＋3）b，／4S＆E亘

　　　　　　十（dl＋1十dl＋2十d，＋3十di＋4）bl÷1

　　　　　　／4S＆El

　　　　　　十（d，＋2十d董＋3十di＋4十d，＋5）b，＋2

　　　　　　／4S＆E，十…

　　　　　　十（dI＋，十di＋8十d且＋g十d，＋、o）b，＋7

　　　　　　／4S＆Ei，

となる。ここでS＆E，はある年iの研究本務者で

ある。

　実用新案については，審査請求期間が4年であ

る。ゆえに，われわれは実用新案登録一S＆E比

率（uri）を次のように計算する。

　　　ur踊＝（d，十dl＋、十di＋2十d，＋3）＊b正／4S＆E，

　　　　　　十（d，＋、十dl＋2十d，＋3十d，＋4）b量＋1

　　　　　　／4S＆E，

　　　　　　十（d，＋2十d，＋3十d1＋4十d，＋5）b，＋2

　　　　　　／4S＆E，

　　　　　　十（d，＋3十d正＋4十d正＋5十d畳＋6）b，＋3

　　　　　　／4S＆E，，
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付論2：産業別出願データ

　本稿では，産業別の特許データが必要であるが，

われわれが手に入れることのできる企業レベルの

特許データは国際特許分類（IPC）で分類されてい

る。したがってわれわれは，何らかの方法でこれ

らのデータを産業別にグルーピングしなければな

らない。アメリカでは，Yale・Canadaコンコーダ

ンスという方法がある。これは，IPCによって分

類された特許化された発明を，それを生み出した

産業（industry　of　origin）とそれが使われる産業

（industry　of　use）にシステマティックに割り当

てるものである32。これ以外の方法が，Scherer

（1965a；1965b）やBound　et　al．（1984）にょっ

て研究された。彼らは，企業レベルの特許の総数

を用いて，それを企業の事業構成比に応じて産業

に割り当てた。この方法が，日本のデータの入手

可能な条件のもとで，当座われわれが採用するこ

とのできる唯一の方法である。

　これまでのところ日本では，日本機械振興協会

（1983）によって，非常に素朴なやり方で産業分

類（IC）とIPCとを関連づける試みがなされた。

この方法は，1980年の上位504の出願者の出願が

118の特許分類に分けられたデータを用い，それ

らを各出願者の主要事業の産業に当てはめていく

というものである。

　しかしながらこの方法は，深刻な問題をはらん

でいる。それは，1つの出願者のすべての発明を単

一の産業に当てはめており，事業の多角化を考慮

に入れていないことである。ゆえに，特許化され

た発明の産業分類としては，深刻なバイアスが避

けられていないのである。

　この問題を克服するためにわれわれは，事業構

成比をウエイトとして使うことによって，出願を，

それが生まれた産業に当てはめることにした33。

なぜなら，われわれは特許化された発明とS＆E

のデータとの関係を考えているからである。そこ

で本稿では，発明が使われる産業については触れ

ないことにした。われわれは，PATORISによっ

　　　産業別出願の算出方法

　図3　産業別出願件数の算出方法

図3－1企業AのIPCコード別出願件数

mc Cl

a1

Ct C3 Cl18

al18

図3－2企業Aの売上構成

比
1
1

b1

12 b2

13 b3

131 b31

て1985年の上位500の出願者を抽出した34。手に

入れた出願データは118のIPCコードに分類さ

れている。われわれは500社のうち75社の事業構

成比のデータを入手することができなかったの

で，とりあえず425の企業レベルの出願データを

使うことにした（図3－1，図3－2を参照）。出願

総数のうち上位500の出願者の出願の占める比率

は，特許については67．0％，実用新案については

65．2％である。次にわれわれは，各企業について，

その事業構成比でウエイト付けされたIC－IPC

（31＊118）マトリックスを作成した（図3－3参

照）。それからわれわれは，この425個のマトリッ

クスを集計し，産業全体のIGIPCのウエイト・マ

トリックスを作成した。このマトリックスの要素

ijは，産業jに分類されたクラスiの出願数をクラ

スiの出願総数で割ったものである。最後に，この

ウエイト・マトリックスとIPCのクラスに分類さ

れた出願総数とを掛け合わせ，31産業ごとの出願

数の推計値を求めた。この結果は，表1（最初と3

番目の列）に示されている。ただしわれわれは，

20の製造業だけを報告した。それ以外の産業，例

えば農業，林業，水産業，鉱業，建設業などは，

表から除外してある。なぜならこれらの産業の出

願は製造業と比べるとかなり少なく，これらの産

業の出願数の推計値に信頼を置けないからであ

る。
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図3－3企業Aのウエイト・マトリックス

図3－4425社のウエイト・マトリックスの合計

C1 C2 C3 Cl18

n Aト1 A2－1 A3－1 Al18－1

1
2 A1・2 A2。2 A3－2 Al18・2

1
3 A1－3 A3－2 A3－3 Al18甲3

131 A1・31 A2・31 A3－31 Al18－31

ム言 A且 A2 A3 A118

Ai・j：425社にっいてai’bjを合計

図3－5ウエイト・マトリックス

Wi－」；Aij！Ai

　この方法は，2つの問題を含んでいる。1つめは，

事業構成比のデータが十分ではないことである。

われわれがデーターソースとして用いた年鑑に示

されたデータの詳しさは，企業によって異なる。

われわれは，ある企業については，他の情報から

その事業構成比を推測しなければならなかった。

2番目の問題はもっと深刻で，事業ごとの売上構

成比がウエイトとして満足のいくものであるかど

うかということである。なぜなら，企業によって

は，売上構成は発明活動の比率を正確に反映して

いないからである。

　【注】

1本稿は，AGoto　ed．，　Innovation　in　laPan（仮

　題）に収録予定の論文を加筆・修正したものであ

　る。本稿作成の過程で，後藤晃先生（一橋大学）

　をはじめ，ワークショップ「日本の技術革新」の

　参加者から有益なコメントをいただいた。また，

　日本特許情報機構PATOLIS事業部長大山勝弘

　氏からは，特許データの分類についてご教示いた

2

3

4
【
」

R
U
7

8

9

O
1
1
1

だくとともに，データの入手に際して多大な便宜

を図ってくださった。なお，筆者は，本稿のもと

になる研究に対し，学習院大学経済経営研究所よ

り研究助成を受けた。

アメリカの特許制度と日本のそれとはかなり異

なる。とくに，アメリカでは先発明主義がとられ

ているのに対し，日本では先願主義がとられてい

る。しかし，この制度上の違いは両国を比較する

ことの致命的欠陥にはならないかもしれない。な

ぜなら，アメリカにおける全出願者の90％以上

が，先願主義に近い形で処理されている。さらに，

アメリカにおいて先発明主義に抵触する比率は，

年100，000件の出願のうち平均0．2％にすぎない。

日本とアメリカの制度の比較については，村上

（1990）が詳しい。

詳しい計算方法については，付論1を参照された

い。また，審査請求制度のために，日本における

審査期間は長い。これについては，以下で詳しく

述べる。

実用新案については，以下で詳しく述べる。

本稿では，特許一R＆D比率は考えなかった。そ

れは，適切なR＆Dデフレーターが容易には手

に入らなかったからである。

吉藤（1991）を参照されたい。

日本においてノウハウは，不正競争防止法で保護

されている。1990年に，他の先進国と同様に，ノ

ウハウの保有者が差し止め請求できるようにこ

の法律の改正がなされた。

しかしながら1994年の改正で，実用新案には登

録のために実質的な審査が不必要になった。それ

により現在では，実用新案の役割は急激に低下し

た。

出願後の修正は，1994年の改正で制限されるよう

になった。改正の主要な点は，出願者が実質的な

審査の後は1回しかクレームを修正できないと

いうことである。

特許庁（1991）を参照されたい。

ここで特許集約産業とは，その産業で行われた発



18

　　明が，実用新案ではなく主に特許に出願される産

　　業をいう。実用新案集約産業はその逆である。以

　　下で見るように医薬品産業は，数の上では，特許

　　出願数は少ないし，特許一S＆E比率も低い。し

　　かし，医薬品産業で行われた研究開発活動の成果

　　は，実用新案ではなく，主に特許として申請され

　　ているため，ここでは特許集約産業と考えられる

　　のである。

12例えば，Scherer（1976），　Griliches（1989）を参

　　照されたい。

13企業レベルの出願データは，日本特許情報機構の

　　PATOLISというデータベースから入手できる。

　　データセットの正確性を追求するためには，約

　　600のコードからなるIPCコードのサブ・クラス

　　を用いるのが望ましい。しかし，われわれは全出

　　願に対する満足できるカバレッジで対応する企

　　業レベルのデータを整理することができなかっ

　　たため，118のクラスによって分類されたデータ

　　を用いた。

14本稿において産業分類は，S＆Eのデータソース

　　である総務庁大臣官房の『科学技術研究調査報

　　告』の分類にほぼ対応している。事業構成比は，

　　『日経会社年鑑』にもとついている。

15　データの作り方について詳しくは，付論2を参照

　　されたい。

16われわれの産業分類では，家庭用品はその他製造

　　業に含まれる。

17　研究開発ストックの詳しい算出方法については，

　　後藤（1993）を参照されたい。それぞれのデータ

　　ソースは以下の通りである。

　　社内使用R＆D支出（百万円）：総務庁統計局，

　　『科学技術研究調査報告』

　　R＆Dデフレーター：科学技術庁，『科学技術白

　　書』

　　陳腐化率（特許の生存期間の逆数）：科学技術庁，

　　「科学技術白書』

　　SE：総務庁統計局，『科学技術研究調査報告』

18BASICのデータソースは，総務庁統計局，『科学

　　技術研究調査報告』である。

19TIは技術導入額（百万円）であり，データソース

　　は『科学技術研究調査報告』である。

20　SALES（百万円）のデータソースは，通産省大臣

　　官房，『工業統計表（産業別）』である。

21　日本の特許制度に関するほとんどのデータは，

　　『特許庁年報』に載っている。

22詳しくは付論1を参照されたい。

23審査請求率の推移は以下の通り。

年：　’71　’72　’73　’74　’75　’76　’77　’78

割合：70．470．569．069．168．666．466．567．1

年　：　　　’79　　　’80　　　’81　　　’82　　　’83　　　’84　　　’85

割合：65．6　64．2　62．5　60．1　59．3　57．8　54．1

24　Hall　et　al．（1986）は，アメリカでは，　R＆Dと

　　出願が，いずれかがリードしていたりラグがあっ

　　たりするのではなく，同時的関係にあるように見L

　　えると述べている。

25特許（もしくは実用新案）の残存件数は，特許庁

　　年報にもとついている。

26Scotchmer（1991）は，研究活動に関する累積的

　　性質について議論し，ほとんどの技術進歩は既存

　　のイノベーションによって基礎が供給されるこ

　　とを強調している。これは一般的には広い意味で

　　の発明活動について当てはまるだろうが，登録の

　　判断は審査官の権限であり，その判断が，審査前

　　の出願と登録された特許の間の技術上の特徴の

　　若干の違いを生み出すであろう。

27　　　　　　　　　　　　　　　“『

8
Q
J

2
2

もちろんこの結果だけでは，mvention　demand”

仮説を完全に否定することはできない。需要の成

長は同時に技術輸入に影響を与えたのかもしれ

ない。たとえば後藤（1993）は，日本の急速な需

要の成長が技術導入を刺激したと述べている。

特許庁（1991）を参照されたい。

もっともわれわれは，何らかの別の方法を採用す

れば観察期間をのばすことができる。しかし，い

くつかの観察期間を採用してみても，満足のいく

結果は得られなかった。ゆえにわれわれは，登録

前の公開制度，審査請求制度，単項制の登録一S＆



日本の特許制度と研究開発 19

　　　E比率の決定要因としての影響を調べることを

　　　あきらめざるをえなかった。

30Griliches（1989；1990）は，アメリカにおいて特

　　　許登録数の主要な決定要因は特許庁に雇われて

　　　いる審査官数であることを示した。ところが日本

　　　では，従属変数を特許の登録件数としたわれわれ

　　　の予備的な回帰分析では，同じような関係を見い

　　　だすことはできなかった。ゆえに，われわれはそ

　　　の結果を本稿では報告していない。

31発明活動以外にも，Goto＝Odagiri（1993）が指

　　　摘しているように，海外からの重要な技術進歩が

　　　日本の製造業の生産性の向上に多大な貢献をし

　　　た。

32　Yale－Canadaコンコーダンスについては，例えば

　　　Englander　et　al．（1988），　Annex　Aを参照された

　　　い。

33事業構成比のデータは，『日経会社年鑑』にもとつ

　　　いている。

34PATORISは日本特許情報機構によって構築さ

　　　れたデータベースである。
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